
議
案
第
五
十
四
号 

 

宇
部
市
体
育
施
設
条
例
中
一
部
改
正
の
件 

 

宇
部
市
体
育
施
設
条
例
（
平
成
十
七
年
条
例
第
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

令
和
七
年
六
月
十
一
日
提
出 

 

宇
部
市
長 

 

篠 

﨑 

圭 

二 
 

 
 

 

  

第

二

条

第

一

項

の

表

に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

サ
ン
ラ
イ
フ
宇
部 

宇
部
市
神
原
町
一
丁
目
六
番
二
〇
号 

パ
ル
セ
ン
タ
ー
宇
部 

宇
部
市
西
平
原
四
丁
目
九
番
一
号 

別
表
五
の
表
を
別
表
六
の
表
と
し
、
別
表
四
の
表
の
次
に
次
の
一
表
を
加
え
る
。 

五 

サ
ン
ラ
イ
フ
宇
部
及
び
パ
ル
セ
ン
タ
ー
宇
部 

区
分 

利
用
料
金
の
額 

午
前
九
時
か
ら
正

午
ま
で 

正
午
か
ら
午
後
五

時
ま
で 

午
後
五
時
か
ら
午

後
九
時
ま
で 

サ
ン
ラ

イ
フ
宇

部 

研
修
室 

七
〇
〇
円

一
、
一
〇
〇
円

一
、
三
〇
〇
円

第
一
教
養
文
化
室 

一
、
一
〇
〇
円

一
、
七
〇
〇
円

一
、
九
〇
〇
円

第
二
教
養
文
化
室 

会
議
室 

八
〇
〇
円

一
、
四
〇
〇
円

一
、
五
〇
〇
円

小
会
議
室 

七
〇
〇
円

一
、
一
〇
〇
円

一
、
三
〇
〇
円

職
業
講
習
室 

八
〇
〇
円

一
、
四
〇
〇
円

一
、
五
〇
〇
円

ト
レ
ー
ニ
ン
グ
室 

一
人
一
回
に
つ
き 

二
〇
〇
円 

回
数
券
（
二
〇
〇
円
券
一
二
枚
） 

二
、
〇
〇
〇
円 

体
育
館 

専
用

利
用 

い
す
を
利
用

し
な
い
場
合

一
、
八
〇
〇
円

三
、
〇
〇
〇
円

四
、
〇
〇
〇
円

い
す
を
利
用

す
る
場
合 

三
、
六
〇
〇
円

六
、
〇
〇
〇
円

八
、
〇
〇
〇
円

一
般 

利
用 

全
面 

一
時
間
に
つ
き 

六
〇
〇
円 

バ
レ
ー
ボ
ー

ル
に
利
用
す

コ
ー
ト
一
面
一
時
間
に
つ
き 

六
〇
〇
円 

1
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る
場
合 

 

 
 

バ
ド
ミ
ン
ト

ン
に
利
用
す

る
場
合 

コ
ー
ト
一
面
一
時
間
に
つ
き 

三
〇
〇
円 

 
 

卓
球
に
利
用

す
る
場
合 

卓
球
台
一
台
一
時
間
に
つ
き 

一
五
〇
円 

パ
ル
セ

ン
タ
ー

宇
部 

研
修
室 

一
、
〇
〇
〇
円

一
、
六
〇
〇
円

一
、
九
〇
〇
円

研
修
室
二 

一
、
五
〇
〇
円

二
、
六
〇
〇
円

二
、
八
〇
〇
円

会
議
室 

サ
ー
ク
ル
ル
ー
ム
一 

一
時
間
に
つ
き 

五
〇
〇
円 

サ
ー
ク
ル
ル
ー
ム
二 

サ
ー
ク
ル
ル
ー
ム
三 

一
時
間
に
つ
き 

三
〇
〇
円 

体
育
館 

専
用

利
用 

い
す
を
利
用

し
な
い
場
合

四
、
二
〇
〇
円

七
、
〇
〇
〇
円

七
、
八
〇
〇
円

い
す
を
利
用

す
る
場
合 

八
、
四
〇
〇
円

一
四
、
〇
〇
〇
円

一
五
、
六
〇
〇
円

一
般

利
用 

半
面 

一
時
間
に
つ
き 

七
〇
〇
円 

バ
ス
ケ
ッ
ト

ボ
ー
ル
に
利

用
す
る
場
合

コ
ー
ト
一
面
一
時
間
に
つ
き 

一
、
四
〇
〇
円 

バ
レ
ー
ボ
ー

ル
に
利
用
す

る
場
合 

コ
ー
ト
一
面
一
時
間
に
つ
き 

七
〇
〇
円 

バ
ド
ミ
ン
ト

ン
に
利
用
す

る
場
合 

コ
ー
ト
一
面
一
時
間
に
つ
き 

三
五
〇
円 

卓
球
に
利
用

す
る
場
合 

卓
球
台
一
台
一
時
間
に
つ
き 

二
〇
〇
円 

備
考 一 

利
用
時
間
が
各
区
分
の
利
用
時
間
に
満
た
な
い
と
き
の
利
用
料
金
の
額
は
、
当
該
区

分
に
よ
る
所
定
の
額
と
し
、
利
用
時
間
が
二
以
上
の
区
分
に
わ
た
る
と
き
の
利
用
料
金

の
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
区
分
に
よ
る
所
定
の
額
を
合
算
し
た
額
と
す
る
。 

二 

営
利
目
的
で
サ
ン
ラ
イ
フ
宇
部
又
は
パ
ル
セ
ン
タ
ー
宇
部
を
利
用
す
る
場
合
に
お

け
る
利
用
料
金
の
額
は
、
所
定
の
額
の
五
割
増
し
の
額
と
す
る
。 

1
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三 

利
用
の
当
日
に
お
い
て
、
利
用
時
間
を
延
長
し
、
又
は
繰
り
上
げ
て
利
用
を
開
始
す

る
と
き
の
一
時
間
当
た
り
の
利
用
料
金
の
額
は
、
現
に
許
可
を
受
け
て
い
る
利
用
時
間

の
区
分
に
よ
る
所
定
の
額
（
二
以
上
の
区
分
に
わ
た
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
区
分
に

よ
る
所
定
の
額
の
合
算
額
）
の
一
時
間
当
た
り
の
額
の
二
割
増
し
の
額
と
す
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
超
過
す
る
時
間
に
一
時
間
に
満
た
な
い
時
間
が
あ
る
と
き
は
、
三
十

分
以
上
は
一
時
間
に
切
り
上
げ
、
三
十
分
未
満
は
切
り
捨
て
る
も
の
と
し
、
算
出
し
て

得
た
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
も
の
と
す
る
。 

四 

次
の
表
に
掲
げ
る
器
具
を
必
要
と
す
る
と
き
の
利
用
料
金
の
額
は
、
当
該
器
具
の
利

用
に
係
る
料
金
を
加
算
し
て
算
出
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
表
に

定
め
る
額
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
指
定
管
理
者
が
市
長
の
承
認
を
受
け
て
定
め
る
。 

区
分 

利
用
料
金
の
額 

サ
ン
ラ
イ
フ

宇
部 

ビ
デ
オ
デ
ッ
キ 

一
台
一
回
に
つ
き 

五
〇
〇
円 

カ
ラ
オ
ケ
セ
ッ
ト 
一
セ
ッ
ト
一
回
に
つ
き 

一
、
〇
〇

〇
円 

一
六
ミ
リ
映
写
機 

一
台
一
回
に
つ
き 

一
、
〇
〇
〇
円 

オ
ー
バ
ー
ヘ
ッ
ド
プ
ロ
ジ

ェ
ク
タ
ー 

一
台
一
回
に
つ
き 

五
〇
〇
円 

ス
ラ
イ
ド
映
写
機 

一
台
一
回
に
つ
き 
五
〇
〇
円 

マ
イ
ク
セ
ッ
ト
（
ア
ン
プ
を

含
む
。) 

一
セ
ッ
ト
一
回
に
つ
き 
一
、
〇
〇

〇
円 

囲
碁 

一
組
一
回
に
つ
き 

一
〇
〇
円 

将
棋 

一
組
一
回
に
つ
き 

一
〇
〇
円 

パ
ル
セ
ン
タ

ー
宇
部 

マ
イ
ク
セ
ッ
ト
（
ア
ン
プ
を

含
む
。) 

一
セ
ッ
ト
一
回
に
つ
き 

一
、
〇
〇

〇
円 

囲
碁 

一
組
一
回
に
つ
き 

一
〇
〇
円 

五 

「
一
回
」
と
は
、
午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で
、
正
午
か
ら
午
後
五
時
ま
で
及
び
午
後

五
時
か
ら
午
後
九
時
ま
で
の
そ
れ
ぞ
れ
の
利
用
時
間
の
区
分
を
い
う
。 

六 

冷
暖
房
設
備
を
利
用
す
る
と
き
は
、
そ
の
実
費
を
徴
収
す
る
。 

別

表

備

考

第

三

項

中

「

シ

ャ

ワ

ー

」

を

「

サ

ン

ラ

イ

フ

宇

部

又

は

パ

ル

セ

ン

タ

ー

宇

部

の

利

用

時

間

を

延

長

し

、

又

は

繰

り

上

げ

て

利

用

を

開

始

す

る

場

合

及

び

シ

ャ

ワ

ー

」

に

改

め

、

同

表

備

考

第

五

項

中

「

西

部

体

育

館

」

の

下

に

「

、

サ

ン

ラ

イ

フ

宇

部

、

パ

ル

セ

ン

タ

ー

宇

部

」

を

加

え

る

。 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

1
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１ 

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
宇
部
市
勤
労
者
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
条
例
の
廃
止
） 

２ 

宇
部
市
勤
労
者
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
条
例
（
平
成
十
五
年
条
例
第
九
号
）
は
、
廃
止
す
る
。 

（
経
過
措
置
） 

３ 

改
正
後
の
宇
部
市
体
育
施
設
条
例
の
規
定
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
以
後
の
利
用
に
係
る

利
用
料
金
に
つ
い
て
適
用
す
る
。 

「
説
明
」 

 

本
市
が
保
有
す
る
施
設
の
稼
働
状
況
を
踏
ま
え
、
効
率
的
な
管
理
運
営
を
図
る
た
め
、
勤
労
者

総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
を
体
育
施
設
に
変
更
す
る
も
の
で
あ
る
。 

 

こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 

 

1
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（
参
考
） 

新 
 

 

旧 
 

 

対 
 

 

照 
 

 

表 

旧 

新 

（
名
称
及
び
位
置
） 

（
名
称
及
び
位
置
） 

第
二
条 

 

第
二
条 

 

名
称 

位
置 

 
 

 
 

 
 

宇
部
市
楠
テ
ニ
ス

コ
ー
ト 

宇
部
市
大
字
東
万
倉
字
田
ノ

畔
一
七
七
番 

サ
ン
ラ
イ
フ
宇
部 

宇
部
市
神
原
町
一
丁
目
六
番

二
〇
号 

パ
ル
セ
ン
タ
ー
宇

部 

宇
部
市
西
平
原
四
丁
目
九
番

一
号 

別
表
（
第
九
条
関
係
） 

 

四 五 

サ
ン
ラ
イ
フ
宇
部
及
び
パ
ル
セ
ン
タ
ー
宇
部 

区
分 

利
用
料
金
の
額 

午
前
八
時

か
ら
正
午

ま
で 

正
午
か
ら

午
後
六
時

ま
で 

午
後
六
時

か
ら
午
後

九
時
ま
で

サ
ン

ラ
イ

フ
宇

部 

研
修
室 

七
〇
〇
円 

一
、
一
〇 

〇
円 

一
、
三
〇 

〇
円 

第
一
教
養
文

化
室 

一
、
一
〇 

〇
円 

一
、
七
〇 

〇
円 

一
、
九
〇 

〇
円 

第
二
教
養
文

化
室 

一
、
一
〇 

〇
円 

一
、
七
〇 

〇
円 

一
、
九
〇 

〇
円 

 

会
議
室 

八
〇
〇
円 

一
、
四
〇 

〇
円 

一
、
五
〇 

〇
円 

 

小
会
議
室 

七
〇
〇
円 

一
、
一
〇 

〇
円 

一
、
三
〇 

〇
円 

 

職
業
講
習
室 

八
〇
〇
円 

一
、
四
〇 

〇
円 

一
、
五
〇 

〇
円 

 

ト
レ

ー
ニ

ン
グ 

一
般
利

用 

一
人
一
回
に
つ
き 

二
〇
〇
円 

回
数
券
（
二
〇
〇
円
券
一
二
枚 

） 

二
、
〇
〇
〇
円 

 

室 
 

 

 
 

 
 

名
称 

位
置 

 
 

 
 

 
 

宇
部
市
楠
テ
ニ
ス

コ
ー
ト 

宇
部
市
大
字
東
万
倉
字
田
ノ

畔
一
七
七
番 

サ
ン
ラ
イ
フ
宇
部 

宇
部
市
神
原
町
一
丁
目
六
番

二
〇
号 

パ
ル
セ
ン
タ
ー
宇

部 

宇
部
市
西
平
原
四
丁
目
九
番

一
号 

別
表
（
第
九
条
関
係
） 

 

四 五 

サ
ン
ラ
イ
フ
宇
部
及
び
パ
ル
セ
ン
タ
ー
宇
部 

区
分 

利
用
料
金
の
額 

午
前
九
時

か
ら
正
午

ま
で 

正
午
か
ら

午
後
五
時

ま
で 

午
後
五
時

か
ら
午
後

九
時
ま
で

サ
ン

ラ
イ

フ
宇

部 

研
修
室 

七
〇
〇
円 

一
、
一
〇 

〇
円 

一
、
三
〇 

〇
円 

第
一
教
養
文

化
室 

一
、
一
〇 

〇
円 

一
、
七
〇 

〇
円 

一
、
九
〇 

〇
円 

第
二
教
養
文

化
室 

 

会
議
室 

八
〇
〇
円 

一
、
四
〇 

〇
円 

一
、
五
〇 

〇
円 

 

小
会
議
室 

七
〇
〇
円 

一
、
一
〇 

〇
円 

一
、
三
〇 

〇
円 

 

職
業
講
習
室 

八
〇
〇
円 

一
、
四
〇 

〇
円 

一
、
五
〇 

〇
円 

 

ト
レ
ー
ニ
ン

グ
室 

一
人
一
回
に
つ
き 

二
〇
〇
円 

回
数
券
（
二
〇
〇
円
券
一
二
枚 

） 

二
、
〇
〇
〇
円 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

1
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体
育

館 

専用利用 
い
す

を
利

用
し

な
い

場
合

一
、
八
〇 

〇
円 

三
、
〇
〇 

〇
円 

四
、
〇
〇 

〇
円 

 

い
す

を
利

用
す

る
場

合 

三
、
六
〇 

〇
円 

六
、
〇
〇 

〇
円 

八
、
〇
〇 

〇
円 

 

一般利用 

全
面

六
〇
〇
円 

 

バ
レ

ー
ボ

ー
ル

に
利

用
す

る
場

合 

コ
ー
ト
一
面
に
つ
き 

六
〇
〇

円 

 

バ
ド

ミ
ン

ト
ン

に
利

用
す

る
場

合 

コ
ー
ト
一
面
に
つ
き 

三
〇
〇

円 

 

卓
球

に
利

用
す

る
場

合 

卓
球
台
一
台
に
つ
き 

一
五
〇

円 

パ
ル

セ
ン

タ
ー

宇
部

研
修
室 

一
、
〇
〇

〇
円 

一
、
六
〇 

〇
円 

一
、
九
〇 

〇
円 

研
修
室
二 

一
、
五
〇

〇
円 

二
、
六
〇 

〇
円 

二
、
八
〇 

〇
円 

 

会
議
室 

一
、
五
〇

〇
円 

二
、
六
〇 

〇
円 

二
、
八
〇 

〇
円 

 
 

 

 
 

 

 

体
育

館 

専用利用 

い
す

を
利

用
し

な
い

場
合

一
、
八
〇 

〇
円 

三
、
〇
〇 

〇
円 

四
、
〇
〇 

〇
円 

 

い
す

を
利

用
す

る
場

合 

三
、
六
〇 

〇
円 

六
、
〇
〇 

〇
円 

八
、
〇
〇 

〇
円 

 

一般利用 

全
面
一
時
間
に
つ
き 

六
〇
〇
円 

 

バ
レ

ー
ボ

ー
ル

に
利

用
す

る
場

合 
コ
ー
ト
一
面
一
時
間
に
つ
き 

六
〇
〇
円 

 

バ
ド

ミ
ン

ト
ン

に
利

用
す

る
場

合 

コ
ー
ト
一
面
一
時
間
に
つ
き 

三
〇
〇
円 

 

卓
球

に
利

用
す

る
場

合 

卓
球
台
一
台
一
時
間
に
つ
き 

一
五
〇
円 

パ
ル

セ
ン

タ
ー

宇
部

研
修
室 

一
、
〇
〇

〇
円 

一
、
六
〇 

〇
円 

一
、
九
〇 

〇
円 

研
修
室
二 

一
、
五
〇

〇
円 

二
、
六
〇 

〇
円 

二
、
八
〇 

〇
円 

会
議
室 

 

サ
ー
ク
ル
ル 

ー
ム
一 

一
時
間
に
つ
き 

五
〇
〇
円 

 

サ
ー
ク
ル
ル

ー
ム
二 
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サ
ー
ク
ル
ル

ー
ム
一 

一
時
間
に
つ
き 

五
〇
〇
円 

 

サ
ー
ク
ル
ル

ー
ム
二 

一
時
間
に
つ
き 

五
〇
〇
円 

 

サ
ー
ク
ル
ル

ー
ム
三 
一
時
間
に
つ
き 

三
〇
〇
円 

 

体
育

館 

専用利用 

い
す

を
利

用
し

な
い

場
合

四
、
二
〇 

〇
円 

七
、
〇
〇 

〇
円 

七
、
八
〇 

〇
円 

 
 

 

い
す

を
利

用
す

る
場

合 

八
、
四
〇 

〇
円 

一
四
、
〇

〇
〇
円 

一
五
、
六

〇
〇
円 

 
 

一般利用 

半
面

七
〇
〇
円 

 
 

バ
ス

ケ
ッ

ト
ボ

ー
ル

に
利

用
す

る
場

合 

コ
ー
ト
一
面
に
つ
き 

一
、
四

〇
〇
円 

 
 

 

バ
レ

ー
ボ

ー
ル

に
利

用
す

る
場

合 

コ
ー
ト
一
面
に
つ
き 

七
〇
〇

円 

 
 

 

バ
ド

ミ
ン

ト
ン

に
利

用
す

る
場

コ
ー
ト
一
面
に
つ
き 

三
五
〇

円 

 
 

 

 

サ
ー
ク
ル
ル

ー
ム
三 

一
時
間
に
つ
き 

三
〇
〇
円 

 

体
育

館 

専用利用 

い
す

を
利

用
し

な
い

場
合

四
、
二
〇 

〇
円 

七
、
〇
〇 

〇
円 

七
、
八
〇 

〇
円 

 
 

 

い
す

を
利

用
す

る
場

合 

八
、
四
〇 

〇
円 

一
四
、
〇

〇
〇
円 

一
五
、
六

〇
〇
円 

 
 

一般利用 

半
面
一
時
間
に
つ
き 

七
〇
〇
円 

 
 

バ
ス

ケ
ッ

ト
ボ

ー
ル

に
利

用
す

る
場

合 

コ
ー
ト
一
面
一
時
間
に
つ
き 

一
、
四
〇
〇
円 

 
 

 

バ
レ

ー
ボ

ー
ル

に
利

用
す

る
場

合 

コ
ー
ト
一
面
一
時
間
に
つ
き 

七
〇
〇
円 

 
 

 

バ
ド

ミ
ン

ト
ン

に
利

用
す

る
場

合 

コ
ー
ト
一
面
一
時
間
に
つ
き 

三
五
〇
円 
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合 
 

 
 

 
卓
球

に
利

用
す

る
場

合 
卓
球
台
一
台
に
つ
き 

二
〇
〇

円 

備
考 

 

一 

利
用
時
間
が
各
区
分
の
利
用
時
間
に
満
た

な
い
と
き
の
利
用
料
金
の
額
は
、
当
該
区
分

に
よ
る
所
定
の
額
と
し
、
利
用
時
間
が
二
以

上
の
区
分
に
わ
た
る
と
き
の
利
用
料
金
の
額

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
区
分
に
よ
る
所
定
の
額
を

合
算
し
た
額
と
す
る
。 

二 

営
利
を
目
的
と
し
て
サ
ン
ラ
イ
フ
宇
部
及

び
パ
ル
セ
ン
タ
ー
宇
部
を
利
用
す
る
場
合
に

お
け
る
利
用
料
金
の
額
は
、
所
定
の
額
の
五

割
増
し
の
額
と
す
る
。 

三 

利
用
の
当
日
に
お
い
て
、
利
用
時
間
を
延

長
し
、
又
は
繰
り
上
げ
て
利
用
を
開
始
す
る

と
き
の
一
時
間
当
た
り
の
利
用
料
金
の
額
は 

、
現
に
許
可
を
受
け
て
い
る
利
用
時
間
の
区

分
に
よ
る
所
定
の
額
（
二
以
上
の
区
分
に
わ

た
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
区
分
に
よ
る
所

定
の
額
の
合
算
額
）
の
一
時
間
当
た
り
の
額

の
二
割
増
し
の
額
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
超
過
す
る
時
間
に
一
時
間
に
満
た
な
い

時
間
が
あ
る
と
き
は
、
三
十
分
以
上
は
一
時

間
に
切
り
上
げ
、
三
十
分
未
満
は
切
り
捨
て

る
も
の
と
し
、
算
出
し
て
得
た
額
に
一
円
未

満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨

て
る
も
の
と
す
る
。 

       

 
 

 

卓
球

に
利

用
す

る
場

合 

卓
球
台
一
台
一
時
間
に
つ
き 

二
〇
〇
円 

備
考 

 

一 

利
用
時
間
が
各
区
分
の
利
用
時
間
に
満
た

な
い
と
き
の
利
用
料
金
の
額
は
、
当
該
区
分

に
よ
る
所
定
の
額
と
し
、
利
用
時
間
が
二
以

上
の
区
分
に
わ
た
る
と
き
の
利
用
料
金
の
額

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
区
分
に
よ
る
所
定
の
額
を

合
算
し
た
額
と
す
る
。 

二 

営
利
目
的
で
サ
ン
ラ
イ
フ
宇
部
又
は
パ
ル

セ
ン
タ
ー
宇
部
を
利
用
す
る
場
合
に
お
け
る

利
用
料
金
の
額
は
、
所
定
の
額
の
五
割
増
し

の
額
と
す
る
。 

三 

利
用
の
当
日
に
お
い
て
、
利
用
時
間
を
延

長
し
、
又
は
繰
り
上
げ
て
利
用
を
開
始
す
る

と
き
の
一
時
間
当
た
り
の
利
用
料
金
の
額
は 

、
現
に
許
可
を
受
け
て
い
る
利
用
時
間
の
区

分
に
よ
る
所
定
の
額
（
二
以
上
の
区
分
に
わ

た
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
区
分
に
よ
る
所

定
の
額
の
合
算
額
）
の
一
時
間
当
た
り
の
額

の
二
割
増
し
の
額
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
超
過
す
る
時
間
に
一
時
間
に
満
た
な

い
時
間
が
あ
る
と
き
は
、
三
十
分
以
上
は
一

時
間
に
切
り
上
げ
、
三
十
分
未
満
は
切
り
捨

て
る
も
の
と
し
、
算
出
し
て
得
た
額
に
一
円

未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り

捨
て
る
も
の
と
す
る
。 

四 

次
の
表
に
掲
げ
る
器
具
を
必
要
と
す
る
と

き
の
利
用
料
金
の
額
は
、
当
該
器
具
の
利
用

に
係
る
料
金
を
加
算
し
て
算
出
す
る
も
の
と

し
、
そ
の
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
表
に
定
め

る
額
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
指
定
管
理
者
が

市
長
の
承
認
を
受
け
て
定
め
る
。 
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五 

冷
暖
房
を
利
用
す
る
と
き
は
、
そ
の
実 

五 備
考 ３ 

利
用
時
間
に
一
時
間
未
満
の
端
数
が
あ
る

と
き
は
、
当
該
端
数
は
一
時
間
に
切
り
上
げ

て
利
用
料
金
を
算
出
す
る
も
の
と
す
る
。
た

だ
し
、
シ
ャ
ワ
ー
フ
宇
部
又
は
パ
ル
セ
ン
タ

ー
宇
部
の
利
用
時
間
を
延
長
し
、
又
は
繰
り

上
げ
て
利
用
を
開
始
す
る
場
合
及
び
シ
ャ
ワ

区
分 

利
用
料
金
の
額 

サ
ン

ラ
イ

フ
宇

部 

ビ
デ
オ
デ
ッ

キ 

一
台
一
回
に
つ
き 

五
〇
〇
円 

カ
ラ
オ
ケ
セ

ッ
ト 

一
セ
ッ
ト
一
回
に
つ

き 

一
、
〇
〇
〇
円 

一
六
ミ
リ
映

写
機 

一
台
一
回
に
つ
き 

一
、
〇
〇
〇
円 

 

オ
ー
バ
ー
ヘ

ッ
ド
プ
ロ
ジ

ェ
ク
タ
ー 

一
台
一
回
に
つ
き 

五
〇
〇
円 

 

ス
ラ
イ
ド
映

写
機 

一
台
一
回
に
つ
き 

五
〇
〇
円 

 

マ
イ
ク
セ
ッ

ト
（
ア
ン
プ

を
含
む
。
） 

一
セ
ッ
ト
一
回
に
つ

き 

一
、
〇
〇
〇
円 

 

囲
碁 

一
組
一
回
に
つ
き 

一
〇
〇
円 

 
将
棋 

一
組
一
回
に
つ
き 

一
〇
〇
円 

パ
ル

セ
ン

タ
ー

宇
部 

マ
イ
ク
セ
ッ

ト
（
ア
ン
プ

を
含
む
。
） 

一
セ
ッ
ト
一
回
に
つ

き 

一
、
〇
〇
〇
円 

囲
碁 

一
組
一
回
に
つ
き 

一
〇
〇
円 

五 

「
一
回
」
と
は
、
午
前
九
時
か
ら
正
午
ま

で
、
正
午
か
ら
午
後
五
時
ま
で
及
び
午
後
五

時
か
ら
午
後
九
時
ま
で
の
そ
れ
ぞ
れ
の
利
用

時
間
の
区
分
を
い
う
。 

六 

冷
暖
房
設
備
を
利
用
す
る
と
き
は
、
そ
の

実
費
を
徴
収
す
る
。 

六 備
考 ３ 

利
用
時
間
に
一
時
間
未
満
の
端
数
が
あ
る

と
き
は
、
当
該
端
数
は
一
時
間
に
切
り
上
げ

て
利
用
料
金
を
算
出
す
る
も
の
と
す
る
。
た

だ
し
、
サ
ン
ラ
イ
フ
宇
部
又
は
パ
ル
セ
ン
タ

ー
宇
部
の
利
用
時
間
を
延
長
し
、
又
は
繰
り

上
げ
て
利
用
を
開
始
す
る
場
合
及
び
シ
ャ
ワ
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ー
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。 

５ 
営
利
目
的
で
体
育
施
設
（
俵
田
翁
記
念
体

育
館
、
西
部
体
育
館
、
サ
ン
ラ
イ
フ
宇
部
、
パ

ル
セ
ン
タ
ー
宇
部
、
野
球
場
、
屋
根
付
き
グ
ラ

ウ
ン
ド
及
び
都
市
型
ス
ポ
ー
ツ
広
場
を
除

く
。
）
を
利
用
す
る
場
合
に
お
け
る
利
用
料
金

の
額
は
、
所
定
の
額
の
二
倍
の
額
と
す
る
。 

ー
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。 

５ 

営
利
目
的
で
体
育
施
設
（
俵
田
翁
記
念
体

育
館
、
西
部
体
育
館
、
サ
ン
ラ
イ
フ
宇
部
、
パ

ル
セ
ン
タ
ー
宇
部
、
野
球
場
、
屋
根
付
き
グ
ラ

ウ
ン
ド
及
び
都
市
型
ス
ポ
ー
ツ
広
場
を
除

く
。
）
を
利
用
す
る
場
合
に
お
け
る
利
用
料
金

の
額
は
、
所
定
の
額
の
二
倍
の
額
と
す
る
。 
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令和７年６月議会 文教民生委員会 

議案第５４号「宇部市体育施設条例中一部改正の件」 

 

観光スポーツ文化部スポーツ振興課 

 

１ 概 要 

  勤労者総合福祉センターであるサンライフ宇部及びパルセンター宇部の２施設につい 

 て、スポーツ利用がメインとなっていることを踏まえ、体育施設に変更するものです。 

 現在の指定管理者は（公財）宇部市スポーツ協会となっており、令和８年３月末で終了 

 することから、次の指定管理者を令和７年度に公募する必要があるため、６月議会に議 

 案を上程いたしました。 

 

２ 内 容 

  宇部市勤労者総合福祉センター条例の内容を、体育施設条例に移行する形としていま 

 す。（条例改正施行日：令和８年４月１日） 

  【資料】 

  議案集１１～１４ページ：条例改正内容 

  議案集１５～２０ページ：新旧対照表 

 

３ 施設概要   

名称 サンライフ宇部 パルセンター宇部 

住所 宇部市神原町一丁目６番 20号 宇部市西平原四丁目９番１号 

開館時間 9:00～21:00 

（休館：12/29～1/3） 

9:00～21:00 

（休館：12/29～1/3） 

建物 鉄筋コンクリート・鉄骨造陸

屋根２階建  

鉄筋コンクリート・鉄骨造ステ

ンレス鋼板葺平家建 

延床面積 1,422.63㎡ 

(１階 993.04㎡､２階 429.59

㎡) 

1,822.93㎡ 

供用開始 昭和 60年(1985年)10月 1日 平成 8年(1996年)4月 21日 

部屋名 

※カッコ

内は収容

人数目安 

体育館(250人)、トレーニング

室(30人)、研修室(45人）、第

１教養文化室(25人）、第２教

養文化室(25人）、会議室(14

人）、小会議室(10人）、職業講

習室(18人） 

体育館(500人）、研修室(60

人）、研修室２(20人）、会議室

(20人）、サークルルーム１(10

人）、サークルルーム２(10

人）、サークルルーム３(10人） 

 

資 料 


